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大規模地震発生に伴う学校の対応について 
 

 

 大規模地震発生時、南海トラフ地震臨時情報発表時には、児童の安全確保のため、原

則として以下のようにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

１、大規模地震が発生した場合 
 

 

 

 
在校中 

   ・運動場に避難→引き取りに来られるまで、学校で保護します。 

登下校中 

・大きな建物・塀や崖から離れる。 

   ・原則として、家か学校の近い方へ行くようにします。 

在宅時 

   ・家の人の指示に従う。 

    （家の人が留守の時は、あらかじめ決めておいたようにする。） 

 

 

２、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 
 

 

 

 

（１）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」･･･通常通り授業を行います。 

 

 

（２）①「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」 

②「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」 

③「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」 

    ※①②の場合、教育委員会から一斉休校等の指示がある場合があります。 

      ③の場合、通常通り授業を行います。 

 

 

 

 

※裏面に「南海トラフ地震臨時情報」に関する内容を掲載してあります。ご一読ください。 

 

大災害では、学校・地域にどのような状況が起こるかわかりません。事前にご家

庭で避難方法（避難場所や連絡方法など）について話し合っておいてください。 

気象庁より「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表され、その後「巨大地

震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」のいずれかの発表があります。 

 

その後 



 

※「令和 2年度 熊野市地域防災計画」より抜粋 

 

 

 

 


